
様式第９号 

指定管理者の選定結果（非公募用） 

１ 施 設 の 名 称   静岡市大川高齢者生活福祉センター 

２ 指定管理者の名称   社会福祉法人 駿河会 

３ 指 定 期 間   令和５年４月１日～令和10年３月31日 

４ 選定の経緯 

（１）非公募 

ア 非公募の理由   

【該当項目】 

その他、管理運営の特殊性などから、公募による募集が適当ではないと指定管理者選

定委員会が認めた施設 

【該当理由】 

高齢者生活福祉センターは、介護保険制度が始まり、民間業者のサービスが行き届か

ない地区のため行政が山間地への措置として設置したものである。しかし、山間地のた

め、管理の受け手がなく、すでに20年間社会福祉法人駿河会が指定管理を行っている。

今後も山間地の福祉サービスの提供を行うため、引き続き社会福祉法人駿河会に管理運

営を行わせたい。 

イ 募 集 期 間  令和４年10月11日～令和４年11月11日 

ウ 募集対象団体  社会福祉法人 駿河会 

（２）審査方法 

ア 審査の種類 

（ア）書 類 審 査   令和４年11月30日 

（イ）プレゼンテーション   令和４年11月30日 

  イ 審査委員会 

    委員長  大畑 綾子（高齢者福祉課長） 

    委 員  内田 全城（常葉大学 健康科学部 静岡理学療法学科 准教授） 

     〃   伊藤 富代子（葵区民生委員・児童委員協議会 副会長） 

     〃   平林 則彦（介護保険課長） 



     〃   繁田 昌宏（地域包括ケア推進本部次長） 

ウ 審査基準（審査表） 

様式第18号「指定管理申請者審査表」のとおり 

エ 決定方法（審査方法） 

各審査委員が、書類審査とプレゼンテーションの結果に基づき上記審査項目につ

いて採点し、総合点数により決定する。

（３）審査結果 

ア 選定された団体の名称及び点数 

（ア）名 称  社会福祉法人 駿河会 

（イ）点 数  88.8点／100点満点（市が設定した最低基準点70点） 

（ウ）指定管理料提示額  46,138千円 

イ 総 評（選定の理由等） 

（４）指定管理者選定委員会 

委員長 総務局長 

委 員 総務局次長、市民局次長、観光交流文化局次長、環境局次長、 

保健福祉長寿局次長、保健衛生医療部長、子ども未来局次長、経済局次長、 

農林水産部長、都市局次長 

（５）市議会の議決   令和５年３月17日 

（６）指    定   令和５年３月23日 

（７）公    告   令和５年３月29日 



様式第18号 

指定管理申請者審査表

施設の名称 静岡市大川高齢者生活福祉センター  

基本項目 審 査 項 目 比率① 評価② 
点数 

①×② 

事
業
計
画
が
施
設
の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。【
25
点
】

施設の運営方針は明確で十分な内容であるか。（５点） 1.0 

施設の設置目的を十分に理解し、その目的を達成する

ための事業が事業計画に盛り込まれているか。（５点）
1.0

市が提示した仕様書の内容を十分に理解し、それが事

業計画に反映されているか。（５点） 
1.0 

住民の利用について公平性が確保されているか。（５

点） 
1.0 

事業計画が地域福祉向上を図るものであるか。（５点） 1.0 

【所見欄】 

事
業
計
画
が
施
設
の
効
果
的
、
効
率
的
な
管
理
を
実
現
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
【
25
点
】

市が示した指定管理料の上限額に対し、適正な範囲内

で提示されているか。（５点） 
1.0 

市民サービス向上のための適切な方策が示されている

か。（５点） 
2.0 

経費削減の適切な考え方とその具体的な方策が示され

ているか。（５点） 
1.0 

収支計画は妥当か。（５点） 1.0 

【所見欄】 



評価：優れている…５、やや優れている…４、普通…３、やや劣っている…２、劣っている…１

事
業
計
画
に
沿
っ
た
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
物
的
・
人
的
能
力
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
【
35
点
】

当該施設の指定管理者としての実績は十分か。（５点） 2.0

定款等に定められた団体の業務内容が、当該指定管理

業務を行うのに適しているか。（５点） 
1.0 

必要な人員が確保されているか（人員数、資格等。）。

（５点） 
1.0 

環境対策に配慮した組織となっているか。（５点） 1.0 

事故、災害など緊急時における対策は適切か。（５点） 1.0 

個人情報の保護について、その重要性を認識し、対策

を講じているか。（５点）
1.0 

【所見欄】

管
理
の
業
務
を
適
切
か
つ
円
滑

に
行
う
た
め
の
経
理
的
基
礎
を

有
し
て
い
る
こ
と
。
【
５
点
】

財務諸表に基づく過去数年間における利益又は損失の状

況（５点） 
1.0 

【所見欄】 

そ
の
他
【
10
点
】

職員の指導育成、研修計画が整備されているか。（５点） 1.0 

静岡市高齢者生活福祉センターの管理運営を行う意

欲、積極性はあるか。（５点） 
1.0

【所見欄】



 【意 見 欄】 満 点 
最低基準

（７０%） 
合計点数 

１００点 ７０点 点


